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【
成
人
式
に
つ
い
て
】

■浜崎  
民
法
改
正
に
よ
り
3
年
後
の

2
0
2
2
年
4
月
1
日
か
ら
成
人
年
齢

が
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
た
め
「
18

歳
成
人
式
」
が
開
催
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
見
解
を
問
う
。

■市長  

今
年
度
は
、
全
10
地
区
に
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
。
成
人
式
の
開
催

方
法
等
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
協
議
を

重
ね
て
い
く
。

【
11
月
18
日・天
草
夕
陽
の
日
に
つ
い
て
】

■浜崎  

短
歌
大
会
と
の
連
携
は
ど
う
な

っ
て
い
る
か
。
ま
た
投
函
箱
の
設
置
を

お
願
い
し
た
い
。■観光文化部長  

短
歌
大
会
は
10
月
20

日
に
天
草
市
民
セ
ン
タ
ー
で
開
催
が
決

定
し
て
い
る
が
、
実
行
委
員
会
と
の
連

携
を
協
議
い
た
だ
き
た
い
。
民
間
団
体

が
主
体
と
な
る
取
り
組
み
を
行
政
が
支

援
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
天
草
西
海

岸
サ
ン
セ
ッ
ト
協
議
会
に
お
い
て
事
業

計
画
を
策
定
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、

投
函
箱
は
、
ブ
ル
ー
ガ
ー
デ
ン
に
試
験

的
に
設
置
す
る
。

【
天
草
風
景
街
道
に
つ
い
て
】

■浜崎  

終
点
・
起
点
の
牛
深
小
森
海
岸

に
ト
イ
レ
を
設
置
で
き
な
い
か
。
ま
た

﨑
津
「
海
上
マ
リ
ア
像
」
電
灯
の
電
線

の
撤
去
を
お
願
い
し
た
い
。

■観光文化部長  

ト
イ
レ
の
整
備
を
行

う
計
画
は
な
い
。
マ
リ
ア
像
の
電
線
は

改
善
が
で
き
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
改
修

等
行
う
。

■市長  

今
の
と
こ
ろ
ト
イ
レ
の
整
備
を

行
う
予
定
は
な
い
が
、
小
森
海
岸
の
利

用
に
大
き
な
動
き
が
あ
っ
た
ら
、
担
当

部
署
で
検
討
す
る
。

【
う
し
ぶ
か
海
の
駅
、
道
の
駅
に
つ
い
て
】

■浜崎  
海
の
駅
の
利
用
が
あ
ま
り
に
も

少
な
い
。
今
後
の
対
策
を
問
う
。
道
の

駅
の
看
板
等
の
見
直
し
の
必
要
は
な
い

か
。
ま
た
近
年
急
増
す
る
キ
ャ
ン
ピ
ン

グ
カ
ー
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
も
問
う
。

■■建設部長・観光文化部長  
海
の
駅

の
利
用
拡
大
に
つ
な
が
る
よ
う
情
報
発

信
の
強
化
に
努
め
て
い
く
。
道
の
駅
の

看
板
や
標
記
の
改
善
策
を
検
討
し
て
い

く
。
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
の
受
け
入
れ

対
応
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、大
池
田

の
港
湾
や
後
浜
、
元
下
須
な
ど
の
用
地

を
市
で
借
り
上
げ
る
こ
と
も
検
討
す
る
。

【
出
水
駅
蔵
之
元
港
間
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
に

つ
い
て
】

■浜崎  

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
が
あ
ま
り
に
も

旧
型
で
苦
情
の
声
が
多
い
。
交
渉
の
余

地
は
な
い
か
。■地域振興部長  

利
用
者
の
声
を
踏
ま

え
て
、
運
行
事
業
者
へ
要
望
し
て
い
く
。

●
成
人
式
に
つ
い
て

●【
天
草
夕
陽
の
日
】ほ
か
観
光
振
興
に
つ
い
て

■赤木  

近
年
、
消
費
者
金
融
関
連
を
含
め

民
事
や
刑
事
に
関
す
る
相
談
事
案
が
増
え

て
き
て
い
る
。
現
在
の
法
律
相
談
の
現
状

と
市
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
の
窓
口
の
開

設
は
で
き
な
い
か
。

■地域振興部長  

市
主
催
の
無
料
法
律
相

談
は
毎
月
第
3
水
曜
日
に
女
性
の
た
め
の

「
法
律
相
談
」
を
開
設
。
そ
の
他
は
天
草

信
用
金
庫
で
毎
月
第
2
木
曜
日
に
民
事
と

刑
事
、
毎
週
金
曜
日
に
多
重
債
務
問
題
と

初
回
の
み
無
料
と
な
る
相
続
・
遺
言
問
題
、

牛
深
総
合
セ
ン
タ
ー
で
毎
月
第
４
水
曜
日

に
刑
事
と
民
事
を
実
施
。
ま
た
、
本
渡
商

工
会
議
所
で
毎
月
第
１
金
曜
日
に
事
業
者

向
け
を
開
設
し
て
い
る
。
今
後
、
相
談
件

数
の
推
移
に
よ
り
対
応
を
検
討
し
た
い
。

■赤木  

民
法
改
正
に
よ
る
保
証
人
に
関
す

る
規
定
が
令
和
２
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ

る
こ
と
に
伴
う
市
営
住
宅
入
居
手
続
き
の

際
の
課
題
に
つ
い
て
伺
う
。

■建設総務課長  
入
居
申
請
時
の
請
書
に

連
帯
保
証
人
を
求
め
な
い
場
合
、
緊
急
連

絡
先
の
確
保
や
保
証
人
の
い
な
い
請
書
の

重
要
性
を
保
持
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

る
が
一
方
保
証
人
を
連
署
す
る
場
合
は
極

度
額
の
設
定
が
必
要
と
な
る
。
い
ず
れ
に

す
る
か
は
現
在
検
討
中
で
あ
る
。

※
極
度
額
設
定
…
使
用
料
を
保
証
人
が
支

払
う
場
合
の
上
限
額
を
定
め
る
も
の
。

■赤木  
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
社
会
が
広
が
っ
て
く
る
。
す
で
に
韓

国
の
90
％
を
筆
頭
に
、
世
界
各
国
で
は

40
％
〜
60
％
に
対
し
、
日
本
で
は
20
％
台

で
あ
る
。
自
治
体
を
始
め
地
域
社
会
で
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
の
推
進
は
避
け
て
通

れ
な
い
。
今
後
の
取
り
組
み
を
伺
う
。

■会計管理者  

行
政
分
野
で
は
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用

し
た
納
税
や
公
共
料
金
の
支
払
い
に
つ
い

て
は
、
費
用
対
効
果
な
ど
、
課
題
の
整
理

を
し
て
い
き
た
い
。

■観光文化部長  

小
規
模
事
業
者
等
に
対

す
る
国
の
補
助
等
が
予
定
さ
れ
て
い
る
た

め
、
制
度
を
周
知
す
る
と
と
も
に
観
光
振

興
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
で
も
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
化
の
推
進
に
つ
い
て
協
議
し
て
い
く
。

■経済部長  

本
年
４
月
に
市
内
商
工
関

係
団
体
と
軽
減
税
率
対
応
レ
ジ
導
入
や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
対
応
の
普
及
促
進
に
係

る
周
知
・
啓
発
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
確

認
し
た
。
最
近
、
普
及
し
て
い
る
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
た
決
済
に
つ
い
て

は
、
店
舗
側
だ
け
で
な
く
利
用
者
に
と
っ

て
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
普
及

が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
今
後
も
市
民
に
対

し
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
セ
ミ

ナ
ー
開
催
や
ポ
イ
ン
ト
還
元
な
ど
の
情
報

を
提
供
し
な
が
ら
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化

の
推
進
に
つ
い
て
検
討
・
研
究
を
進
め
て

い
く
。

●
都
市
計
画
税
に
つ
い
て

●
国
保
税
に
つ
い
て

●
海
洋
ご
み
の
回
収
に
つ
い
て

■浜崎  

都
市
計
画
税
は
、
課
税
す
る
か

否
か
、
税
率
を
ど
う
す
る
か
は
市
町
村

が
決
定
。
都
市
計
画
税
廃
止
を
決
定
し

た
自
治
体
は
、「
都
市
計
画
事
業
が
終

了
」、「
市
町
村
合
併
に
よ
る
影
響
」、「
課

税
区
域
内
で
、
都
市
計
画
事
業
の
実
施

状
況
に
差
が
あ
っ
た
た
め
」、「
市
街
化

区
域
の
み
に
課
税
す
る
事
は
公
平
性
を

欠
く
た
め
」、「
都
市
計
画
税
は
過
去
の

公
債
償
還
金
に
充
て
て
い
た
が
、
終
了

し
た
た
め
」
等
々
、
本
市
も
当
て
は
ま

る
部
分
が
多
く
あ
る
。
廃
止
す
べ
き
で

あ
る
。■■市民生活部長・総合政策部長   

平
成

29
年
度
の
都
市
計
画
税
徴
収
決
算
額

は
、
本
渡
約
２
億
７
，２
８
４
万
円
、

牛
深
約
３
，５
６
４
万
円
、
使
途
は
街

路
事
業
約
２
，７
０
０
万
円
、
公
園
事

業
約
９
０
０
万
円
、

下
水
道
事
業
約
１
，９

０
０
万
円
、
公
債
費

約
２
億
５
，５
０
０
万

円
で
、
牛
深
の
都
市

計
画
事
業
に
つ
い
て

は
既
存
事
業
の
ほ
か
、

県
へ
の
道
路
改
良
要

望
を
継
続
中
で
あ
る
。

■浜崎  
国
保
特
別
会
計
財
政
調
整
基

金
は
、
現
在
「
10
億
２
，０
３
２
万
６
，

３
２
４
円
」。
高
す
ぎ
る
保
険
料（
税
）

問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
政

治
課
題
。「
国
保
税
・
介
護
保
険
料
等
々

の
支
払
い
が
大
変
、
引
き
下
げ
て
ほ
し

い
」と
の
声
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

市
民
の
声
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
国
民

健
康
保
険
料（
税
）の
引
き
下
げ
を
求
め

る
。■市民生活部長  

突
発
的
な
医
療
費
高
騰

に
よ
る
緊
急
な
事
態
を
想
定
し
て
基
金

は
必
要
。
保
険
税
を
引
き
下
げ
る
考
え

は
な
い
。

■浜崎  

海
に
流
れ
込
ん
だ
ご
み
に
は
、

海
洋
浮
遊
ご
み
・
海
中
浮
遊
ご
み
・
海

底
ご
み
が
存
在
し
、ど
こ
に
あ
る
の
か
、

ど
こ
を
漂
っ
て
い
る
の
か
把
握
す
る
の

は
不
可
能
。
本
市
に
は
、
建
網
漁
を
行

っ
て
い
る
漁
師
が
多
く
、
漁
業
者
の
力

を
借
り
る
こ
と
で
、
海
洋
ご
み
は
回
収

可
能
で
あ
る
。
本
市
が
世
界
に
先
駆
け

て
回
収
ご
み
を
買
い
取
る
取
り
組
み
を

行
う
こ
と
を
要
望
す
る
。

■経済部長  

漂
着
物
等
対
策
推
進
事
業

が
あ
る
が
、
海
洋
ご
み
の
買
い
取
り
に

つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
。

浜崎 昭臣
議員

赤木 武男
議員

●
市
主
催
の
無
料
法
律
相
談
の
開
設
は
で
き
な
い
か

●
市
営
住
宅
の
連
帯
保
証
人
を
廃
止
す
る
課
題

●
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
社
会
の
推
進
に
つ
い
て

持
続
可
能
な
地
域
農
業
の
推
進
に
つ
い
て

■大塚  

市
長
は
常
々
、
天
草
の
基
幹
産

業
は
農
林
水
産
業
で
あ
る
と
言
っ
て
い

る
。
総
合
計
画
の
中
で
も
基
幹
産
業
と

位
置
づ
け
、
基
盤
整
備
促
進
、
企
業
参

入
、
高
収
益
作
物
の
導
入
等
々
と
言
っ

て
い
る
。そ
こ
で
天
草
農
業
の
現
状
は
。

■農業振興課長  

農
家
戸
数
は
４
，７
３

０
戸
で
５
年
前
よ
り
６
７
８
戸
減
少
。

高
齢
化
率
は
、
65
歳
以
上
の
比
率
が

68
・
５
％
で
、
年
齢
別
で
は
29
歳
以
下

３
％
、
30
代
３
・
２
％
、
40
代
４
・６
％
、

50
代
９
・
２
％
、
60
代
以
上
が
80
％
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
耕
作
放
棄
地
の

面
積
は
、
２
，０
１
５
ｈ
ａ
で
あ
る
。

■大塚  

水
田
、畑
地
の
農
地
整
備
率
は
。

■農林整備課長  

水
田
52
・
１
％
、
畑

地
32
％
、
合
計
整
備
率
は
43
・
４
％
で

あ
る
。■大塚  

基
盤
整
備
推
進
に
は
人
・
農
地

プ
ラ
ン
策
定
が
必
要
だ
が
、
誰
が
音
頭

を
取
っ
て
い
る
の
か
。
地
域
か
、Ｊ
Ａ

か
、
市
か
。■経済部長  

地
域
の
担
い
手
で
構
成
す

る
推
進
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
い
た
だ

き
、
県
、Ｊ
Ａ
、
市
が
支
援
を
行
い
、

プ
ラ
ン
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
市

が
中
心
と
な
り
、
関
係
機
関
と
連
携
を

と
り
、
策
定
対
象
と
な
る
地
域
に
、
呼

び
か
け
て
い
る
。

■大塚  

条
件
不
利
地
で
あ
る
天
草
農
業

の
推
進
に
は
、
基
盤
整
備
や
法
人
化
な

ど
が
必
要
。
プ
ラ
ン
策
定
等
の
合
意
形

成
を
図
り
、
推
進
委
員
会
の
立
ち
上
げ

ま
で
の
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
が
必
要
で

あ
る
と
思
う
が
検
討
す
る
考
え
は
な
い

か
。■市長  

人
・
農
地
プ
ラ
ン
は
、
地
域
の

守
る
べ
き
農
地
と
今
後
、
農
業
を
担
う

中
心
経
営
体
と
な
る
農
業
者
と
を
地
域

で
位
置
づ
け
、
地
域
農
業
を
推
進
し
て

い
く
も
の
。
持
続
可
能
な
天
草
農
業
の

推
進
が
加
速
化
す
る
よ
う
、
新
規
就
農

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
設
立
と
併
せ
、

プ
ラ
ン
策
定
、
基
盤
整
備
、
法
人
化
な

ど
全
体
的
な
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
強
化
を

推
進
し
て
い
き
た
い
。

浜崎 義昭
議員

大塚 基生
議員


